
別記様式(第４条関係）

令和 年 月 日

能代市長　様
下記のとおり、助成金を申請します。

①申請者情報

※代理申請が必要な場合
・未成年 ⇒ 保護者が申請
・学生　　 ⇒ 市内在住の扶養者が申請

・事業所従業員 ⇒ 市内に所在する事業所が申請

※「申請者氏名」と「口座名義」は一致させてください。

②搭乗者情報（※１枚につき５人まで申請可）

③申請時に必要なもの
・申請書
・搭乗者全員の住所が確認できる書類の写し
・通帳またはキャッシュカードの写し
・航空券番号、搭乗便名、搭乗日
※不明な場合は搭乗証明書など

※能代市記入欄（何も記入しないでください。）

合計

月 日

航空券番号
（数字１３桁）

搭乗便名
（○で囲む）

719・720・721・722・723・724
719・720・721・722・723・724

日

羽田→大館能代 年

受付印（何も記入しないでください。）

助成金額

搭乗便名
（○で囲む）

719・720・721・722・723・724
719・720・721・722・723・724

5    歳

大館能代→羽田

4    歳

大館能代→羽田

羽田→大館能代

航空券番号
（数字１３桁）

年 月

年 月 日

年 月 日

航空券番号
（数字１３桁）

搭乗便名
（○で囲む）

719・720・721・722・723・724
719・720・721・722・723・724

年 月 日

羽田→大館能代 年

搭乗便名
（○で囲む）

719・720・721・722・723・724
719・720・721・722・723・724

3    歳

大館能代→羽田

2    歳

大館能代→羽田

羽田→大館能代

航空券番号
（数字１３桁）

月 日

年 月 日

年 月 日

日

航空券番号
（数字１３桁）

搭乗便名
（○で囲む）

719・720・721・722・723・724
719・720・721・722・723・724

月 日

羽田→大館能代 年1    歳

大館能代→羽田 年

月

フリガナ
口座名義

No.
フリガナ

年齢
申請者と
の関係

振込先金融機関名

搭乗日
搭乗者氏名(ローマ字)

大館能代空港利用促進助成金交付申請書（兼請求書）

個人申請の場合はチェックを記載してください。

公費又は社費による出張のための利用ではないことを誓約します。

口座種別 口座番号

フリガナ
住所 連絡先

申請者氏名
能代市

普通

当座

本店

支店

銀行

金庫

農協
組合



大館能代空港利用促進助成金申請について 裏面

◎本申請の提出と本人確認書類等の提示により、下記の助成が受けられます。

　　大館能代空港⇔羽田空港　　　　片道　２，０００円

◎助成対象者について

　　①能代市に住民登録している者

　　②能代市に所在する事業所（社員が利用した場合、事業所に対して交付）

　　　※事業所から旅費が支給されている場合は、事業所から申請してください。

　　③能代市に扶養者を有する市外在住の学生

◎助成対象外の期間について

　　搭乗日が、５月１日から１１月３０日までの土曜日、日曜日及び祝日（振替休日含む。）

　　に該当する場合は、助成対象外となります。

　　なお、この変更は令和８年９月１日搭乗分から適用となります。

※その他対象外のもの

　・公務員の公費による出張（事業所から旅費が支給されている場合の個人申請も同様です。）

　・搭乗者名の記載が無い航空券

◎本人確認書類について（郵送・メールの場合は必ず写しを添付してください）

　　①能代市民の場合

　　　運転免許証（運転経歴証明書含む）、マイナンバーカード、身体障害者手帳、住民票の写しなど

　　　能代市に住所を有することを証明できる書類（氏名と住所の両方を確認できるもの）。

　　　※住民票の写しなどの証明は、発行から３か月以内のものを添付してください。

　　②能代市内の事業所の場合

　　　搭乗者の社員証または事業所等に勤務していることを証明できる書類

　　③能代市に扶養者を有する市外在住の学生の場合

　　　学生証または在学証明書と、扶養者が能代市に住所を有することを証明できる書類。

◎代理申請について

　　・代理申請（表面の①申請者情報と②搭乗者が異なる場合）は同居家族に限ります。

　　・同居家族とは住民登録上の住所が同じ方を指します。

　　・申請者と搭乗者全員分の本人確認書類をそれぞれご提示ください。

◎振込先口座について

　　・口座名義、口座番号等について、正確な記載をお願いいたします。

　　・口座情報を確認できるもの（通帳・キャッシュカードの写し等）も併せてご提出ください。

◎その他

　　・虚偽の申請により運賃助成を受けた場合、運賃助成額を返還いただきます。

　　・「消せるペン」など訂正が容易にできる筆記用具は使用しないでください。

　　・申請は、搭乗日を含めて３０日以内に提出してください。

　　・郵送の場合、搭乗日を含めて３０日以内に能代市観光振興課へ到着するようにしてください。

ご不明な点は、能代市観光振興課（能代市役所新庁舎２階）にお問い合わせください。

電話　０１８５－８９－２１７９　　ＦＡＸ　０１８５－８９－１７７６　メール　kankou@city.noshiro.lg.jp


